
事 務 連 絡 

令和４年２月 17 日 

関 係 団 体 御中 

厚生労働省保険局医療課 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

（その 66） 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管

部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高

齢者医療主管課(部)あて通知するとともに、別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい

たします。 
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（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 
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事 務 連 絡 

令和４年２月 17 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 
 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その66） 

 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱

い等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下

の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 

 

以上 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御中 
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（別添） 

（答）重点措置を実施すべき期間とされた期間において、自宅・宿泊療養を行ってい

る者に対して、上記の医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感

染症に係る診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の

臨時的な取扱いについて（その 10）」（令和２年４月 10 日厚生労働省保険局医療

課事務連絡）の１に示す A000 初診料の注２に規定する 214 点、あるいは、電話

等再診料を算定した場合にも、当該患者に対して主として診療を行っている保険

医が属する１つの保険医療機関において、１日につき１回、二類感染症患者入院

診療加算の 100 分の 200 に相当する点数（500 点）を算定できる。ただし、「新型

コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 54）」

（令和３年８月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）に示す二類感染症患者

入院診療加算（250 点）は併算定できない。 

 なお、この取扱いは、本事務連絡（新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬

上の臨時的な取扱いについて（その 66））の発出日以降適用される。 

問１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律

第 114 号）第 44 条の３第２項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若し

くはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者（以下「自宅・

宿泊療養を行っている者」という。）に対して、新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 31 条の４第１項の規定に基づく新型インフ

ルエンザ等まん延防止等重点措置（以下「重点措置」という。）を実施すべき区

域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保

健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「次のインフルエンザ流

行に備えた体制整備について」（令和３年９月 28 日厚生労働省新型コロナウイ

ルス感染症対策推進本部事務連絡）における「診療・検査医療機関」として都道

府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や情報通信機器

を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「新型コロナウイ

ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 12）」（令和２年

４月 18 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）の別表２に示されている二類感染

症患者入院診療加算に相当する点数の算定について、どのように考えればよい

か。 
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